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山本寅之助先生を偲んで

昨年7月29日，当事務所の創始者である山本寅之助先生

がご逝去されました。98歳4ヶ月のご生涯でした。

大正3(1914)年の寅年に大阪で生まれられた先生は，

高等文官試験司法科合格後(いわゆる期前です)に陸軍から

中国に出征され，昭和20年(1945)年12月，31歳の時に

大阪の地で山本寅之助法律事務所を開設されました。この

年は米英ソ等の連合国との戦争が終わった年であり，陸軍

中尉であった先生にとって区切りの年であったと思います。

先生の話を聞くと，その頃の弁護士は信用も十分でなく

て収入も少なく，事務所も運良く縁あって依頼者から貸し

もらえた状態で苦労を強いられた時代だった，とのこと

です。

先生はいつも 「弁護士業は大変な仕事だ，世の中が，

変わるとともに弁護士の生き様も変わらなければいけない。

それまでのような生き方ではいけない。それでは遅れて

しまう 」とよくおっしゃっておられました。。

そういった感覚でおられた先生は，早くから激増していく自動車人身事故被害に対する法的

補償の必要性を痛感され 昭和40年 大阪弁護士会交通事故委員長に就任し 昭和41(1966)年， ， ，

(既に52才)には交通事故判例の専門書に執筆を開始され，昭和45年，日本有数の学者 実務家・

とともに日本交通法学会を設立されるなど時代の先端を行かれました。

共同事務所の必要性も早くから説いておられ，昭和42年には芝康司弁護士とパートナー

シップを組み，淀屋橋法律事務所を開設されました。

また，先生は粘り強く仕事を続けることの意義を述べられ 「一生の間には必ず自分に与え，

られた立派なチャンスがくる，このチャンスを逃さずに自分のものとして生きて欲しい，そう

すると必ずよき結果が巡ってくる，自分に与えられたのだと考えて，逃さずにして欲しい 」。

とおっしゃっておられました。私達は今後とも，こういったお言葉を胸に，全ての仕事を

おろそかにせず着実，誠実に進めていこうと思います。

さらに 「弁護士事務所は人が来なければ仕事がない，友人，知人などご縁がある方は大事，

にして欲しい，人が集まりやすい環境を作る必要がある 」ともおっしゃっておられました。。

当たり前のことですが，弁護士として肝に命ずべき言葉です。

また，先生は大変なゴルフ好きで 先生が42歳の頃，カナダカップが開催され日本でゴルフ，

ブームが起こった頃になりますが，健康の増進のために始められました。年100回のラウンド

を達成されたこともあります。我が事務所でゴルフが盛んな所以です。ちなみに先生はあの

ベンホーガンとは2才しか年が離れていません。

昨年9月に執り行いました偲ぶ会では，参列者の方々から 「先生の社会と人に尽くす精神，

に感服し 「先生は人生に目標を持って，人のために強く生きる方 「先生は義を尊び，仁を」 」

なす方 「先生の正義感と廉潔さを手本としたから弁護士業をやってこられた」などの言葉を」

いただきました。

残された我々は，寅之助先生の生き様，お言葉を胸に邁進していこうと思っております。

※ 写真は山本寅之助先生の法服姿です。戦後間もなくして法服は廃止されたとのことで歴史的にも

貴重なものだと思います。






